
２平成 25 年 6 月 15 日　広報ふっさ　No.881042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

東
京
都
議
会
議
員
選
挙
『
キ
ミ

と
、
投
票
す
る
選
挙
』

【
投
票
日
】

６
月
23
日
㈰

【
投
票
時
間
】

午
前
７
時
～
午
後
８
時

【
投
票
場
所
】
市
内
各
投
票
所

〈
期
日
前
投
票
※
投
票
日
当
日

に
投
票
に
行
け
な
い
人
〉

【
投
票
期
間
】
６
月
15
日
㈯
～

22
日
㈯

【
投
票
時
間
】
午
前
８
時
30
分

～
午
後
８
時

【
投
票
場
所
】
市
役
所
１
階

【
必
要
な
物
】
入
場
整
理
券
か

本
人
の
確
認
が
で
き
る
も
の

【
問
合
せ
】
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
☎
551
・

１
８
０
２

 7 月の無料相談
相談内容 実施日 時間 場所 備考

人権身の上相
談･行政相談

3 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分 市役所1階

第1相談室

予約制、先着 6人（1人 30分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 4 日㈭

相続遺言等暮
らしの手続き

相談
9 日㈫

税務相談 25 日㈭

法律相談
5 日㈮ ･10 日㈬
17 日㈬ ･24 日㈬

予約制、先着 6人（1人 30分）
※相談日 6 日前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 18 日㈭

予約制、先着 6人（1人 30分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 19 日㈮ 午前9時
～午後4時30分

予約制、警視庁八王子少年
セ ン タ ー ☎ 042･679･1082
へ。相談日当日は秘書広報
課広報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月･火 ･木・
金曜日

午前9時～正午
午後1時～4時

市役所1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談
毎週

月～土曜日
午前8時 30分
～午後5時15分

子ども家庭支援
センター（子ど
も応援館１階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
☎ 539･2555

消費者相談 毎週
月 ･木曜日

午前10時～正午
午後1時～4時

市役所第二棟
2階第 2相談室

シティセールス推進課産業
活性化グループ☎ 551･1699

心配ごと相談 毎月第二水曜日 午後1時～3時 福祉センター
社会福祉協議会 ･ 成年後見
センター福生☎ 552･5027

事業資金相談 11 日㈭ 午前10時
～午後4時

商工会館
1階相談室

商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、
育児相談（☎ 551･1511 市役所代表）、心の相談、成年後見制度相談、苦情相談、
権利擁護相談（☎ 552･5027 福祉センター）、教育相談（直通☎ 551･7700）

※予約開始日が土 ･日 ･祝日の場合、翌日以降最初の平日からとなります。

【問合せ】秘書広報課広報広聴係
☎ 551･1529 ※土 ･日 ･祝日を除く

防
災
無
線
の
放
送
内
容
が
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。【
専
用
電
話
番
号
】
☎
539
・

２
０
６
１
ま
た
は
☎
539
・

２
０
６
２

【「安全安心まちづくり市民ひろば」次回の開催は】犯罪のないまちづくりを推進するため、話し合いや情報交換、パトロールをしています。市内在住・在勤の

方ならどなたでも参加できます。【日時】6 月 25 日㈫午後 7時～ 9時【場所】福祉センター 2階研修室【問合せ】 安全安心まちづくり課地域安全係☎ 551･1691

福
生
市
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

 

5
月
１
日
か
ら
31
日
ま
で
の

間
に
有
限
会
社
エ
イ
ダ
イ
ほ

か
2
名
の
方
（
匿
名
）
か
ら

４
万
4
千
531
円
の
ご
寄
附
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
附
金
は
寄
附
者
の
ご
希
望

等
に
応
じ
、
有
効
に
活
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。(

平
成
25

年
度
累
計
7
件
・

17
万
531
円
）

【
問
合
せ
】
契
約
管
財
課
管
財

係
☎
551
・

１
５
３
５

自
転
車
に
乗
る
時
は
交
通
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う

▼
２
人
乗
り
▼
傘
差
し
運
転

▼
酒
酔
い
運
転
▼
携
帯
電
話
の

空
き
地
・
空
き
家
等
は
適
正
に

管
理
し
ま
し
ょ
う

　

空
き
地
・

空
き
家
な
ど
は
、

定
期
的
に
適
正
な
管
理
を
行
わ

な
い
と
、
雑
草
が
生
い
茂
り
、

害
虫
の
発
生
、
ご
み
の
不
法
投

棄
、
火
災
・

犯
罪
の
発
生
の
原

平成 26 年度採用の
職員採用説明会を開催
します

【日時】7月 13 日㈯
〈第 1回〉午前 10 時～正午
〈第 2回〉午後 2時～ 4時
【場所】市役所第一棟 2 階会
議室
【対象】昭和 63 年 4 月 2 日か
ら平成 8 年 4 月 1 日までに生
まれた方
【申込み】6 月 24 日㈪～ 7 月
5 日㈮の間に電子申請で受け
付けます。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
【問合せ】職員課☎ 551・1589

電
子
申
請
・

届
出
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
電
子
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
現
在
、
次
の
手
続

が
可
能
で
す
。
※
（ 

）
内
は
担

当
課
。
①
②
は
募
集
時
期
の
み
。

①
職
員
採
用
試
験
申
込
み
（
職

員
課
）

②
講
座
等
参
加
申
込
み(

ス

ポ
ー
ツ
推
進
課
・

図
書
館)

③
市
政
情
報
公
開
請
求(

総
務
課)

④
住
民
票
の
写
し
交
付
申
請
⑤
住

民
票
記
載
事
項
証
明
⑥
課
税
・

納

税
証
明
交
付
申
請
⑦
軽
自
動
車

納
税
証
明
申
請(

総
合
窓
口
課)

⑧
飼
い
犬
の
死
亡
届(

健
康
課)

⑨
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
医
療

証
再
交
付
申
請
⑩
義
務
教
育
就

学
児
医
療
費
助
成
制
度
医
療
証

再
交
付
申
請(

子
育
て
支
援
課)

　

申
請
は
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://

www.e-tetsuzuki99.com/to

kyo/resident/)

で
利
用
で

き
ま
す
。
携
帯
電
話
の
場
合

は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
読
み
取
り
機

能
で
、
下
の
コ
ー

ド
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
情
報
シ
ス
テ
ム
課

☎
551
・

１
５
５
４

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
110

番
」
強
化
週
間

　
「
い
じ
め
」
や
「
児
童
虐
待
」

な
ど
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
問
題
の
解
決
を
図
る

た
め
、電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

▼
「
子
ど
も
の
人
権
110
番
」

☎
０
１
２
０
・

007
・

１
１
０

【
実
施
期
間
】
6
月
24
日
㈪
～

30
日
㈰
の
平
日
午
前
8
時
30
分

～
午
後
7
時
、
土
・

日
曜
日
午

前
10
時
～
午
後
5
時

【
担
当
者
】
人
権
擁
護
委
員
（
東

京
都
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
子

ど
も
人
権
委
員
会
）
及
び
法
務

局
職
員

【
問
合
せ
】
東
京
法
務
局

人
権
擁
護
部
第
三
課
☎
03
・

５
２
１
３
・

１
２
３
４

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
　

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中
継

　

本
会
議
の
映
像
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

　

仕
事
や
子
育
て
な
ど
で
傍
聴

に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
も
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
等

で
本
会
議
の
様
子
を
い
つ
で
も

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
配
信
内
容
】
本
会
議
の
ラ
イ

ブ
映
像
と
録
画
映
像

※
録
画
映
像
は
、
過
去
の
会
議

を
会
議
名
や
議
員
名
、
用
語
な

ど
か
ら
検
索
で
き
ま
す
。

熱中症に
気をつけよう！

　東京消防庁管内では、昨

年６月～９月の 4 か月間で

熱中症により 3,168 人が救

急搬送されています。

　熱中症を防ぐため、次の

ことに気をつけましょう。

①体に熱がこもらないよう

にする②冷却グッズ等を準

備する③温度計の設置など

対策を行う

◆こんなときは熱中症を疑
いましょう
▽めまい、失神▽筋肉痛、

筋肉の硬直、筋肉の痙
け い れ ん

攣▽

大量の発汗▽頭痛、吐き気、

嘔
お う と

吐、倦
け ん た い

怠感、虚脱感▽暑

いのに汗をかいていない、

皮膚が乾燥している▽排尿

回数が少ない、尿の色が濃

い▽意識状態がいつもと違

う、もうろうとしている▽

異常な高体温

◆熱中症になってしまった
ときの応急手当
①日陰や、冷房の効いてい

る場所に移動し、服をゆる

める②冷やしたタオルを脇

の下や足の付け根におき体

を冷やす③経口補水液やス

ポーツドリンクや薄い食塩

水（水１ℓ に食塩１～２ｇ

程度）を飲ませる④暑いの

に汗をかいていない、体に

熱がこもって高体温となっ

ている場合は、早期に医療

機関で受診が必要です。

【問合せ】福生消防署☎ 55

2・0119

因
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
れ

に
よ
り
近
隣
住
民
の
生
活
環
境

が
悪
化
し
、
大
変
な
迷
惑
を
か

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、建
物
の
荒
廃
が
進
み
、

倒
壊
な
ど
で
他
人
に
被
害
を
与

え
た
場
合
は
、
建
物
の
所
有
・

管
理
者
の
責
任
と
な
り
ま
す
。

　

空
き
地
・

空
き
家
は
適
正
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】

〈
雑
草
・

枯
草
関
連
〉
環
境
課

環
境
係
☎
551
・

１
７
１
８

〈
ご
み
関
連
〉
環
境
課
ご
み
対

策
係
☎
551
・

１
７
３
１

〈
不
法
投
棄
関
連
〉
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
☎
552
・

１
６
２
１

〈
火
災
関
連
〉
安
全
安
心
ま

ち
づ
く
り
課
防
災
係
☎
551
・

１
６
３
８

〈
防
犯
関
連
〉
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局
庶
務

係
☎
551
・

１
５
２
３

年
金
だ
よ
り　
　
　
　
　
　
　

 

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に

加
入
し
ま
し
ょ
う

　

20
歳
に
な
っ
た
ら
、
青
梅
年

金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
る
手

続
き
書
類
に
よ
り
、
市
役
所
保

険
年
金
課
で
加
入
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
（
厚
生
年
金
保
険

や
共
済
組
合
に
加
入
中
の
方

は
、
こ
の
手
続
き
は
不
要
で

す
）。

　

国
民
年
金
に
は
、
65
歳
か
ら

受
け
ら
れ
る
老
齢
基
礎
年
金

や
、
万
が
一
の
と
き
に
受
け
ら

れ
る
障
害
基
礎
年
金
、
死
亡
時

に
支
給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金

等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
年
金
を

受
け
る
た
め
に
は
、
国
民
年
金

に
加
入
し
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料（
定
額
）

は
月
額
１
５
，
０
４
０
円
（
平

成
25
年
度
）
で
す
。
保
険
料
を

ま
と
め
て
前
払
い
す
る
こ
と
で

割
引
さ
れ
る
前
納
制
度
も
あ
り

ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
方
に
は
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」・「
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
」・「
保
険
料
免
除
制
度
」
が

使
用
▼
イ
ヤ
ホ
ン
等
の
使
用

▼
交
差
点
の
一
時
不
停
止

　

な
ど
の
危
険
運
転
は
罰
則
等

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
危

険
運
転
に
よ
る
事
故
で
相
手
を

け
が
さ
せ
た
場
合
、
多
額
の
賠

償
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
は

申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０
、
青

梅
年
金
事
務
所
☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０


